
 

 

   

農地が取得しやすくなりました 

農地を売ったり、買ったりする場合は農業委員会（農地法第

３条）の許可が必要です。 

今までは農地を取得しようとした場合、ご自分が耕作してい

る面積と（借地の場合は法の許可が必要です）、これから耕作

を拡大するために取得したいと思っている面積の合計が、最低

でも５畝（５００㎡）以上必要でした。 

法の規制緩和で王滝村農業委員会では地域の実情や遊休農地

の状況等を考慮し、令和３年４月３０日から、この下限面積を

１畝（１００㎡）まで引き下げました。現在農地を全く持って

いない方でも、以前に比べると農地が取得しやすくなりまし

た。ただし、家を建てる等、転用目的に農地を取得することは

出来ません。 

新たに農地を取得し、耕作を考えている方等ありましたら、 

役場 経済産業課 農業振興係（48-2001）まで 

お気軽にご相談下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

木曽病院の外来診療日変更のお知らせ 

 

5 月 1日より下記の表のとおり診療日が 

変更となりました。 

 

科  名 変 更 前 

呼吸器科 

毎週月曜日 (午後１時～) 

第二火曜日 (午後１時～) 

変 更 後 

毎週月・水 (午後１時～) 

第二火曜日 (午後１時～) 
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令和３年５月１７日発行 第２６２号 

村民向けプレミアム商品券を発売します 

村内の消費拡大を図るため、村民向け商品券を発売します。 

お早めにお求めください！ 

○販売価格   10,000 円/セット（額面 12,000 円）・・1,000 セット 

5,000 円/セット 額面 6,000円）・・・ 300 セット 

〇販売日    ５月２４日（月）～販売予定数終了まで 

○販売場所・時間  役場会計室  平日の午前８時３０分～午後５時 00 分 

〇お問い合わせ  企画観光推進室 商工観光係 （        48-2257） 
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村内美化清掃について  

春の村内美化清掃は、今年も新型コロナウィルス感染防止の関

係で、地区内のゴミ拾いのみを行いますので、区民の皆さんのご協

力をお願いいたします。 

１．期 日  令和３年６月１日（火） 

※雨天順延（中止の場合は当日の朝に広報王滝でお伝えします。） 

予備日 ６月８日（火） 

２．日 程  ８：３０～９：3０（概ね 1時間程度）各地区 

集会所にお集まり頂き、地区内のごみ拾いを 

お願いします。 

３．その他  デレッキ・ゴミ袋が必要な方は、役場で用意 

します。拾ったゴミは、地区集会所に集めて 

置いて下さい。（回収に伺います） 

◎お問合せ先： 

福祉健康課 環境保全係（**48-2001） 

☆6月の保健センター行事予定☆  

都合により日程が変更になることがありますのでご了承下さい。 

日付 教室名 時間 場所 

 6月 2日（水） 男性運動教室 10時 00分～11時 30分  

保健センター    3日（木） 定期健康相談 10時 00分～11時 30分 

人権・行政相談 13時 00分～16時 00分 

   4日（金） 肺がん検診（70歳以上） 通知文参照 通知文参照 

8日（火） いないいないばぁ 9時 30分～11時 30分  

保健センター 16日（水） 健康サークル 10時 00分～11時 30分 

心の相談 13時 30分～15時 30分 

22日（火） ちびっこひろば（ペアトレ） 10時 00分～12時 00分 公民館 

23日（水） フレイル予防教室 10時 00分～11時 30分 保健センター 

※各種予防接種をご希望の方は事前予約をお願いします   王滝村診療所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ゴミの出し方について 

◎最近、ゴミを間違えて出している方がいますの

で、今一度、出し方をご確認頂き指定日に出してく

ださい。間違えて出すと、ゴミを持っていてくれま

せん。そうなると、周囲の方に迷惑がかかります。 

※詳しくは、「家庭ごみの分別区分と出し方の手引きの

ページ番号を書いてあるので、ご覧ください。 

 

①家の近くのごみステーションに出すもの  

１． 燃えるごみ（P10 缶・ネジ・灰・電気コード等は入れ 

ない） 

２． 燃えないごみ(金物類・ガラス類) （P10～11）乾電池は

別で回収します。 

３． 生ごみ（P5 水を十分に切って。楊枝、ラップ、アルミ

等は入れない。） 

４.プラ容器包装（P3 プラマークが付いているもの） 

※これらは必ず、それぞれの指定袋に入れて出して下さい。 

指定袋はスーパーやお店で売っています。 

※ペットボトル本体はプラでは出せません。 

②のリサイクル品で出して下さい。 

ただし、ペットボトルのキャップとラベルは 

プラです。 

 

②リサイクル品として月 1回に出すもの  

１． ペットボトル 

（きれいに洗ってキャップとラベルを剥がす。） 

２．ビン（きれいに洗って、ふたとラベルは出来るだけ取る） 

３．新聞紙、段ボール、紙類、牛乳パック 

  （↑種類ごとに分別して、紐で縛って出す） 

４．発泡スチロール、トレイ（きれいに洗って） 

５．蛍光管 

☆彡これらは回収場所に回収 BOXが置いてありますので、 

そこに入れて下さい。 

 

ごみの出し方についてご不明な点がありましたら、 

お気軽にお問合せ下さい。 

 福祉健康課 環境保全係   

           （＊＊４８－２００１） 

 

リサイクルマーク 
 

 

令和３年度計量器（はかり）定期検査 

のお知らせ 

商品の売買などの証明行為に使用する「はかり」をお持ちの方

は、２年に１度の定期検査が義務づけられています。 

下記のとおり検査を行いますので、「はかり」 をご持参の上、

必ず検査を受けて下さい。 

○ 日 時 ： ６月２２日（火） 午前 10 時 00 分 

～午前 11 時 00 分  

○ 場 所 ： 王滝村保健福祉センター  

○ 持ち物 ： はかり（おもり、分銅とも）、検査手数料  

※ はかりを営業に使用されている方で、検査の有無に 

ついて不明な場合は下記へお問い合わせ下さい。  

◎ お問合せ先： 役場企画観光推進室 商工観光係 

（**48-2257） 

 

 

 

 


